
平成 26年 3月　草津市 

草津市の交通まちづくり
草津市都市交通マスタープラン・草津市総合交通戦略　概要版

誰もがいつでも安心して移動できる持続可能な交通まちづくりの実現をめざして

草津市の交通の現状と、様々な問題

■　15 歳未満 ■　15～64 歳 ■　65 歳以上
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平成２年
（1990 年） 20.6% 70.9% 8.5%

平成 12 年
（2000 年） 14.8% 73.9% 11.3%

平成 22 年
（2010 年） 14.5% 68.9% 16.6%

平成 32 年
（2020 年）

11.9% 64.8% 23.3%

資料　国勢調査（昭和 55～平成 22 年）、第 5次草津市総合計画推計書（平成 27～32 年）

【草津市の年齢３区分別の人口構成】

 １. 現状　高齢化社会の進展▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶問題　交通弱者の増加　

資料　草津市民の交通に関するアンケート調査

【草津市民の自動車の利用状況】　

２. 現状　過度な自動車依存▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶問題　環境負荷の増大

【草津市の部門別二酸化炭素排出量の割合】

出典　草津市地球温暖化対策実行計画

3. 現状　都市構造の変化▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶問題　中心市街地の衰退

出典　商業統計調査

事業所数（店）

従業員数（人）

年間商品販売数（百万円）

売り場面積（㎡）
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平成 19 年

212

2,384

48,345

84,089

推　移
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-3,022

【草津市の中心市街地の状況】

モータリゼーションの進展に伴う大型商業施設
の郊外ロードサイドへの進出
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資料：近畿圏パーソントリップ調査

【草津市の代表交通手段の推移】
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草津市が目指す都市交通体系 草津市は、今後、市内ネットワークの円滑化を図る視点から、道路環境の整備、自転車ネットワークの構築、新交通
システムの導入など、様々な施策の組み合わせにより、誰もがいつでも安心に移動できる都市交通体系を目指します。

★…全市的に取り組む施策　■…草津駅を中心とした地域で取り組む施策　●…南草津駅を中心とした地域で取り組む施策　

★行政枠を超えたコミュニティバスの一体化
　草津市と栗東市等の近隣市で運行しているコミュニティバスについて、運行路線 やダイヤの検討
　を一体となって行い、それぞれが持続可能な運行を実現するとともに、利用者にとっても利便性
　の高い運行サービスを提供する。
★低床式バス車両の導入促進
　現在、市内を走行する路線バスの車両の一部に、高齢者や身体障害者に限らずだれもが乗り降り
　のしやすい低床式のバス車両 ( ノンステップバス、ワンステップバス ) が導入されている。 今後ま
　すます高齢者が増えていくことが予想されるなか、誰もが安心・安全かつ快適に利用できる公共
　交通の構築に向けて、低床式バス車両導入の促進を図る。
★バスロケーションシステムの導入支援
　バスの運行状況が、自宅や勤務先でもわかるよう、WEB によるバスロケーションシステムの導入
　を支援する。また、バス車内で鉄道との乗継情報や運行車両 ( バリアフリー対応車等 ) の情報など
　を提供する情報システムの整備を支援する。
★ＩＣカードの導入促進
　現在、近江鉄道バスにおいて、一部の区間において IC カードが導入されている。 今後、複数モー
　ド ( 鉄道⇔バス等 ) での乗継利便性を考慮し、公共交通利用者が 1枚のカードで乗継を行えるよう、
　共通 IC カードの導入を促進する。

★各機能を共有したバス路線の一体化
　草津市で運行しているバス路線 ( 幹線、フィーダー、コミュニティバス等 ) につ いて、運行路線やダイヤの検討を一体となっ
　て行い、事業者にとって持続可能な運行を実現するとともに、利用者にとっても利便性の高い運行サービスを提供する。

●幅員構成、信号現示、レーン長の見直し
　慢性的な道路渋滞が、公共交通の定時性に影響を及ぼしている交差点について は、PTPS 等の導入とあわせた幅員構成、レーン長、
　信号現示の見直しを行う。
■●歩行空間の整備
　安全・安心かつ快適な歩行環境を確保するため、連続性に配慮した歩行空間の整備を行う。
★街灯の整備
　時間や場所を問わず、市民が安心して、快適に移動できるよう、街灯の整備を進 める。その際には、これまでの白熱灯や蛍光灯な
　どにはない多くのメリット ( 長寿 命、省エネルギー、高輝度、CO2 削減等 ) を兼ね備える LED 照明の設置を推進する。
■●自転車走行空間の整備
　自転車利用者と歩行者や自動車との事故を避けるため、自転車走行空間を整備する。
■●放置自転車の撤去
　秩序ある自転車利用を図るため、放置自転車の取締りを強化し、快適な駅周辺環 境を実現する。
★コミュニティサイクル・レンタサイクルの整備促進
　自転車の保有有無を問わず、誰もがいつでも自転車を利用できるよう、サイクル ポートを複数有す
　るコミュニティサイクルやレンタサイクルの整備を促進する。
★自転車安全安心利用指導員の配置
　自転車の安全な利用および盗難の防止を目的として、日常的な指導・啓発活動を安全安心利用指導
　員を市内に配置し、警察と連携・協力して指導・取締を行う。

①バス交通サービスの確保・維持・改善

②道路環境の整備、自転車・歩行者の利便性向上

□人にやさしい交通まちづくり
□環境にやさしい交通まちづくり
□地域を維持・活性化する交通まちづくり

□人にやさしい交通まちづくり
□環境にやさしい交通まちづくり
□地域を維持・活性化する交通まちづくり

写真　上／草津・栗東くるっとバス
　　　下／低床式バス車両

写真　コミュニティサイクル
　　　導入イメージ

計画の観点 基本施策の方向性 基本施策

草津市では、基本理念および基本方針に基づき、以下の計画目標を定め、戦略施策の実行ならび
に評価、見直しを進めながら、事業の進捗を図っていきます。計画

目標
誰もがいつでも安心して移動できる
持続可能な交通まちづくりの実現

交通まちづくりの基本理念

歩行環境が原因で外出を控える人の割合

高齢化が進むが、外出しやすい環境を創出することで現状の割合の維持を目
指す。

現状
（H24）13.8％ 前期

（H28）13.8％ 後期
（H32）13.8％

低圧式バス車両の導入率

前期（H26～H28）までに導入率を約 7 ポイント、後期（H29～H32）まで
に導入率を約 8 ポイントの増加を目指す。（H20：24.3％→H24：32.3% の５
年間で約８ポイントの増加。今後も、概ねその増加ペースを維持。

現状
（H24）32.3％ 前期

（H28）40.0％ 後期
（H32）48.0％

総事故件数

前期（H26～H28）までに 20％（H24 比）、後期（H29～H32）までに 20％
の削減を目指す。（H21～H24 までの 4 年間で約 20％の削減。今後も、概ね
そのペースを維持。

現状
（H24）794件 前期

（H28）615件 後期
（H32）510件

中心市街地の歩行者交通量

草津市中心市街地活性化基本計画が目指す増加トレンド（H30 目標値：
11,709 人／日）を継続的に達成することを目指す。

現状
（H24）
11,067人
（一日あたり）

前期
（H28）
11,495人
（一日あたり）

後期
（H32）
11,923人
（一日あたり）

バスサービスへの満足度

最終的な目標を 25％と定め、段階的な満足度の向上を目指す。

現状
（H24）15.9％ 前期

（H28）20.0％ 後期
（H32）25.0％

自動車利用の分担率

自動車分担率はH25 年度までにH2（41.3％）と同水準まで改善する。

現状
（H24）48.2％ 前期

（H28） -   ％ 後期
（H32）41.3％

草津駅発の運行本数

運行本数の維持による持続的な運行を目指す。

現状
（H24）

323本
（１日あたり）

前期
（H28）

323本
（１日あたり）

後期
（H32）

323本
（１日あたり）

基本方針①　　人にやさしい交通まちづくりの実現

基本方針②　　環境にやさしい交通まちづくりの実現

基本方針③　　地域を維持・活性化する交通まちづくりの実現

【目指すべき方向性】

誰もが安心して
外出できる

誰もが安全に
移動できる

誰もが快適に
移動できる

自動車に頼らない

中心市街地の活性化

公共交通
ネットワークの維持

外出の有無

バリアフリー化

交通事故の減少

公共交通の利便性

他手段への転換

中心市街地の
歩行者数の増加

運行本数の維持

【評価の視点】
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草津市は、今後、市内ネットワークの円滑化を図る視点から、道路環境の整備、自転車ネットワークの構築、新交通
システムの導入など、様々な施策の組み合わせにより、誰もがいつでも安心に移動できる都市交通体系を目指します。

※BRT とは、乗降が容易で、速達性に優れ、時間に正確といった特徴を持つ次世代型バスサービス 出典　岐阜県HP 出典　草津市総合計画

●BRT※( 連節バス、PTPS など）の導入を検討
　定時性、快適性を確保したバスサービスが提供されるよう、輸送力の大きい連節バス
　の導入や速達性の向上を図る PTPS 等の導入を検討する。

■●公共交通案内情報の充実
　鉄道駅では、多様な目的の人々がさまざまな交通機関を利用するため、電車やバ スの
　発車時間や乗り場案内などの各種情報を、わかりやすく案内表示し、利用者の利便性
　向上、公共交通の利用促進を図る。また、公共交通の情報だけでなく、周辺 自治体の
　行政情報や観光情報等の各種情報を発信し、乗り継ぎまでの時間で買い物や食事等で
　楽しんでいただくなど、まちの活性化につなげる。
●駅前ロータリーの運用見直し
　駅前ロータリーの交通混雑や自家用車と公共交通の輻輳を防止するために、自家用 ( ス
　&ライド車両 ) の流入を段階的に規制し、適切な場所へ誘導する方法について検討する。
■●駅前ロータリーに流入する自家用車（キス＆ライド車両）の規制
　　・誘導検討
　中心市街地の回遊性を高めるため、渋滞が発生している周辺道路の整備及び交通規制
　やバス運行などの交通利便性の向上について検討する。

★自転車駐輪場の整備（サイクル＆バスライドの推進）
　居住地から最寄りのバス停までが離れている市民のバス利用を推進するため、バス停付近への自転車駐輪場を整備する。

★ボランティア輸送等の導入
　移動手段が限られていることより、社会とのつながりが希薄化している方や日常生活支援が必要な方等に対して、地域の活動団体
　が主体的に取り組む支え合い、助け合う活動の一環として移動困難者等を支援する輸送サービスを導入する。

★モビリティ・マネジメントの実施
　自動車に過度に依存したライフスタイルからの転換を図るため、徒歩、公共交通、 自転車への転換を促すモビリティ・マネジメン
　トを実施する。その際、公共交通の魅力を高める施策 ( 利便性の向上や料金施策等 ) や自動車利 用に対する施策 ( 通勤制度の見直し
　や自動車の利用　規制、課金施策等 ) をあわせて 実施することで、“自発的な行動変容” をより大きく期待できるモビリティ・マネ 
　ジメントの展開が可能となる。

★イベントやワークショップ等の開催
　自動車に過度に依存したライフスタイルからの転換を図るため、市民が協働でかしこいクルマの使
　い方を考え、実践できるよう、イベントやワークショップ等を定期的に開催する

★児童・生徒・学生への自転車マナー教育の実施
　自転車事故の防止を図るため、自転車の安全利用に関する啓発・教育を行う。

★企業・事業所への自転車・自動車マナー教育の実施
　自動車・自転車事故の防止を図るため、安全意識の向上に向けた取り組みを実施 する。平成 25 年 
　12 月 1 日に改正された道路交通法の内容の周知を図る。

★自転車安全安心利用教室の開催
　自転車の安全な利用および自転車の盗難防止を図るため、自転車安全安心利用教室を開催する。受 
　講者には、修了証または自転車運転免許証を交付する。

■中心市街地の交通利便性の向上検討
　中心市街地の回遊性を高めるため、渋滞が発生している周辺道路の整備及び交通 規制やバス運
　行などの交通利便性の向上について検討する。
■草津川跡地へのアクセス環境の整備検討
　草津川跡地へのアクセス向上および周辺地域の生活道路としての活用を図るた め、アクセス環
　境の整備を検討する。

③新たな交通ネットワークの形成

⑤自動車に頼らない市民意識の醸成
　安全に対する市民意識の向上

④異なる交通手段間の連携

⑥中心市街地活性化・草津川跡地有効活用への貢献
□人にやさしい交通まちづくり
□環境にやさしい交通まちづくり
□地域を維持・活性化する交通まちづくり

□人にやさしい交通まちづくり
□環境にやさしい交通まちづくり
□地域を維持・活性化する交通まちづくり

□人にやさしい交通まちづくり
□環境にやさしい交通まちづくり
□地域を維持・活性化する交通まちづくり

□人にやさしい交通まちづくり
□環境にやさしい交通まちづくり
□地域を維持・活性化する交通まちづくり

写真　公共交通利用に関する
　　　ワークショップのイメージ

写真　デジタルサイネージ（電子看板）
　　　を活用した公共交通案内情報システム



計画の実現に向けて

草津市都市交通マスタープランと
草津市総合交通戦略の進め方

お問い合わせ　草津市都市建設部交通政策課
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目 13－30
TEL 077-561-2343 FAX 077-561-2487
E-mail：kotsu@city.kusatsu.lg.jp
ウェブサイト：http://www.city.kusatsu.shiga.jp/index.html

市民、企業・事業所、地域団体、市民活動団体、交通事業者、ならびに行政などの各関係者がそれぞれの立場・
役割を明確にするとともに、より一層の連携を深め、関係者間の相互協力のもと、一体的に取り組んでいきます。

草津市総合交通戦略に定めた施策（ＰＬＡＮ）を状況に応じて適宜実施（ＤＯ）し、大きな節目ごとに、市民、企業・
事業所、地域団体、市民活動団体、交通事業者、ならびに行政などの各関係者とともに、その時々の社会経済情
勢等を踏まえて確認・検証（ＣＨＥＣＫ）し、施策の見直し・改善（ＡＣＴＩＯＮ）を行う一連の流れで取り組
むことを基本とします。

都市交通
マスタープラン

総合交通戦略

PLAN PLAN PLANDO
CHECK
ACTION

DO
CHECK
ACTION

策　定

策　定

策　定

策　定
4年間

検　証
評価改善

７年間

必要に応じて
見直し

検　証
評価改善

概ね 10年間

策　定

点検・見直し

見直し 必要に応じて
見直し

3年間 概ね
５年間

概ね
５年間

概ね 20年後平成 32年度

▶▶
連　携　・　協　働

草津市総合交通戦略協議会
計画・事業の推進、計画進捗管理、実施状況の点検、評価等を実施

市　民
地域団体

交　通
事業者 行　政

企　業
市民活動
団体 （NPO等各種団体）（自治会・商店街等）

（鉄道・バス
   ・タクシー）

（国・県・行政）
○○

商店

サービスの維持、
利用促進など

地域の
活性化など

かしこい
クルマ利用など
かしこい
クルマ利用など

行政との
協働など

施策の実現
など

誰もがいつでも安心して移動できる持続可能な交通まちづくりの実現をめざして

草津市の目指す交通まちづくり※へ
※交通まちづくりとは、交通施策を軸としてこれからの時代にふさわしい
　豊かで活力のあるまちづくりを進めようとするもの。

　草津市では、左に示した３つの都市交通問題の解決を目指し、人口減少・

超高齢社会の到来など、社会状況の変化にあった交通まちづくりの将来像を

明確にする「草津市都市交通マスタープラン」と「草津市総合交通戦略」を

策定しました。

　これらの計画には、人・環境・地域の視点から「人にやさしい交通まちづ

くり」、「環境にやさしい交通まちづくり」、「地域を維持・活性化する交通ま

ちづくり」を基本方針として定め、「誰もがいつでも安心して移動できる持続

可能な交通まちづくり」に取り組みます。

位置づけと実現化への流れ

平成 32年度

３つの
基本方針
３つの
基本方針

公共交通、自動車、徒歩、自転車など、多様な交通サービスの見

直しを進め、市内ネットワークの円滑化を実現します。

（例：公共交通、自動車、徒歩、自転車を軸とした集約型都市構造

の実現、自動車依存から公共交通・徒歩・自転車を中心へのライ

フスタイルの転換等）

平成 26年度から概ね 20年後の草津市

1
人にやさしい
交通まちづくり

2
環境にやさしい
交通まちづくり

3
地域を維持
・活性化する
交通まちづくり

草津市都市交通マスタープラン　（平成 26年度～概ね 20年後）
草津市が目指すまちづくりを実現するため、交通のあり方を明確にし、
それを達成するための基本理念や基本方針を示すとともに、将来的な交
通計画を立案します。

草津市総合交通戦略
（平成 26年度～平成 32年度）
都市交通マスタープランで立案された将来交通
計画の重点的かつ効率的な施策展開を図るため
の戦略的な計画となります。


